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政務活動費に関して、自由民主党大田区民連合による雇用保険法違反の懸念と議会の対応

を求める陳情 
 
陳情の趣旨 
 １ 政務活動費の使用に関し、雇用保険法に違反する恐れのある支出が確認されました。大
田区議会におかれましては、当該事案の真相を明らかにするとともに、今後同様の問題が生
じないよう適切な対応策を講じるよう求めます。 
  
理由 
 私が、大田区議会議員の政務活動費に関する精算報告書の一部について、情報開示請求を
行った結果、「自由民主党大田区民連合」会派の人件費項目において、以下のような支出が
確認されました。 

• 令和 5 年 4 月 25 日 190,000 円 
• 令和 5 年 4 月 25 日 180,000 円 

 これらの支出に関する証拠書類にはタイムカードが付されており、一週間の所定労働時
間が 20 時間以上であることが明らかである。すなわち、雇用保険法の適用除外対象となら
ない可能性が高いにもかかわらず、雇用保険料の徴収が行われていない事実がうかがえま
す。雇用保険法を遵守されていらっしゃるのでしょうか。 
 
 
大田区議会におかれましては、各会派の雇用保険加入義務を精査していただきたいです。

本陳情を採択してください。 
以上 

 
 
 
 



【参考】雇用保険法 
第五条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。 
第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。 
一 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者 

 
 
【参考】労働保険の保険料の徴収等に関する法律 

第三十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項又は第二
項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃
金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関
する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。 
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